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申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3417 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。
〈世相〉国連はレジ袋有料化後も有料化の例外となる「生分解性」や「バイオ」の袋に関し「環境に良くない。最悪の選択である可能性高い」と警鐘。

《 大宮民商 予定表 》
7/ 2（木）三役会
7/ 8（水）共済会理事会
7/10（金）無料法律相談（要予約）13:00 ～
7/19（日）集団健康診断（おおみや診療所）
7/21（火）婦人部会 13:00 ～

大宮民商  集団健康診断
7 月 19 日（日）おおみや診療所
○共済会加入者は 3,000 円までの実費補助があります。

社保・厚生年金 算定基礎届
７月10 日までに提出しましょう

　社保・厚生年金をかけている事業所は、４～６月の 3
カ月間に支払った給与や役員報酬を年金事務所に報告
します。書き方が不明な会員さんは民商へ。

源泉税の半期納付 7月10日まで
1 月～ 6 月の半年間の源泉所得税を納付します

※源泉税がゼロでも納付書を税務署へ提
出する必要があります。

　　　　  持続化給付金 支給された !
　持続化給付金を申請し、支給されたという会員さんから
の報告が相次いでいます。
　見沼支部の田中さんは、新型コロナウイルスの影響で自
身の経営するスナックの売上が大幅減に。商工新聞や民商
News などで持続化給付金のことを学び、事務局と共に申
請にチャレンジしました。
　５月 8 日にパソコンで申請しましたが、数日後に「認
められない身分証明書です」との不備通知が。顔写真付き
の身障者手帳の添付が認められず、住民票と健康保険証の
セットを添付しなおしました。さらに数日後、今度は「対象月の売上証明が不備です」との通知が。毎
日の売上と月の合計額を記帳した帳面を添付していましたが、なぜか不備扱いに。それではと「2020
年 4 月分売上合計〇〇〇〇〇円」とだけ大きく表記したものを添付しなおしました。それからしばらく
経ち、6 月の第 2 週にようやく口座への入金が確認できました。
　田中さんは「不備のメールが来た時は、もういいやとめげそうになったが、あきらめずにやって良かっ
た。助かった。他の会員さんにも、初めから無理だと決めつけないであきらめずにやってみようよと伝
えたい」と語りました。

学んで申請  　
不備通知にもめげず
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減免制度 活用しよう 国民健康保険税
　国民健康保険税は地方自治体ごとに減免の制度がありま

す。新型コロナ関連の減免制度も各地で新設されています。

　さいたま市はホームページで「新型コロナの影響により収
入が減少した世帯は、申請により、国保税の減免が受けられ
ます ～中略～ 令和 2 年 7 月中旬に発送する『令和 2 年度国
民健康保険税納税通知書』に、減免のご案内・申請書・返信
用封筒を同封する予定です ～後略～」と表明しています。

対象となる世帯：以下のア～エの要件全てが該当する世帯

ア . 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林
収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて 10 分
の 3 以上減少する見込みであること。

イ . アの 10 分の 3 以上の減少が見込まれる収入の、令和元
年中の所得の合計が 0 円（またはマイナス）ではないこと。

ウ . 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が
1,000 万円以下であること。

エ . 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の
所得以外の令和元年の所得の合計額が 400 万円以下であ
ること。

今後届く 国民健康保険税納税通知書 に同封される

「減免のご案内」 に注目しましょう。

島 原
手延べそうめん
〇１kg（20 束）
　　　　　1,200 円
〇２kg（40 束）
　　　　　2,100 円
〇金・黒ゴマそうめん
　　　　１kg（18 束）
　　　　　1,300 円

（全て税込）

民商青年部オリジナル
プロも使用しています

長ひやむぎ
〇 1 箱（50 束） 
　　　3,400円（税込）

〇 10 束パック
　　　　750 円（税込）

好評発売中



Web 申請できない人向け 持続化給付金 申請窓口 3 種類の予約方法
　① Web 予約…持続化給付金ホームページから

　② 電話予約（自動音声）☎ 0120-835-130
　　　（右記載の会場コードを入力する）

　③ 電話予約（オペレーター対応）☎ 0570-077-866

会場ｺｰﾄﾞ 会場名 会場住所

1114 さいたま会場 浦和区高砂 3-17-15（さいたま商工会議所会館）

1108 上尾会場 仲町 1-7-27 アークエムビル 6F

期日は 8月 28 日！さいたま市内の事業者は申請しましょう！

新たに　☆主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
　　　　  ★ 2020 年 1 月～ 3 月に創業した中小法人等・個人事業者等　も給付金の対象に！

個人事業に最大 100 万円

中小法人に最大 200 万円 （国）持続化給付金
内容 　2020 年 1 ～ 12 月のいずれかの月で売上が前年同月比 50％以上減少している事業者に支給。

申請期限  2021 年 1 月 15 日まで

受付方法
・基本は Web 申請（https://jizokuka-kyufu.jp）から
　Web 申請の場合はメールアドレスを登録し、必要書類は jpeg や PDF などの画像データにする必要あり
・窓口申請も有り（完全予約制）

必要
書類

●法人
　　□直近の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　□ 直近の法人事業概況書の控え（2 枚（両面））※無い人は民商へご相談ください。

●個人
　　□身分証明書〔運転免許証（両面）〕〔マイナンバーカード〕〔住民票＆健康保険証のセット〕…のいずれか
　　□ 2019 年分の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　　※「収入金額等」の欄が空欄の人は民商へご相談ください。
　　□  2019 年分の青色決算書の控え（2 枚）（表紙と月別売上が記載のページ）※青色申告の場合のみ

●共通
　　□対象月の月間事業収入が分かるもの（「2020 年〇月の売上」と明確に記載されているもの）
　　□ 口座通帳の写し（表紙と表紙を開いた 1・2 ページ目の両方）※申請者本人もしくは法人名義のもの

☆雑所得・給与所得での申告者は、業務委託契約書・源泉徴収票・報酬が入金された通帳などが必要。
★ 2020 年 1 月～ 3 月創業の事業者は、税理士の署名入りの「収入等申立書」などが必要。

（さいたま市）小規模企業者・個人事業主への 緊急経済支援　10 万円
内容 市内に本社がある小規模法人と、市内で事業を行い住民登録のある個人事業主に支給。※市税の滞納が無いこと。

申請期限 8 月 28 日まで

受付方法 簡易書留で郵送（書類は市役所と大宮・浦和・中央・岩槻区役所で配布。市のホームページからダウンロード可）

必要書類

法人□ 令和元年分の法人税 確定申告書 別表一の控え（税務署の受付印があるもの）と、法人事業概況書（両面）の控え
　　□  登記簿謄本（発行 3 カ月以内）または法人設立届の控え

個人□ 身分証明書（運転免許証、健康保険証など）
　　□ 確定申告書 第一表の控え（令和元年分。税務署の受付印があるもの）
　　□ 税務署に提出した開業届の控え（青色申告者は青色決算書で代替可）

　※ 白色申告で開業届を税務署に提出していない人は、下記 3 点が必要
　　　□「個人事業主としての確認書（開業届未提出者用）」
　　　□令和元年分の確定申告書 第二表の控えと、収支内訳書の両面（事業所得、不動産所得）の控え

共通 □振込先口座の通帳の１・２ページ目
　　 □許認可証等の写し（事業活動に必要な業種のみ）


